
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
人　

事　

課
）　

　

一

〇
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
産
業
人
材
対
策
課
）　

　

一

〇
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
職
業
能
力
開
発
校
の
入
学
者
選
抜
手
数
料
等
の
特
例
に
関
す

　

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
農
業
大
学
校
の
寄
宿
舎
料
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部

　

を
改
正
す
る
規
則 

（
農
業
振
興
課
）　

　

二

〇
養
ほ
う
振
興
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
畜　

産　

課
）　

　

三

〇
港
湾
施
設
等
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
港　

湾　

課
）　

　

七

〇
港
湾
区
域
内
等
に
お
け
る
行
為
の
許
可
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　

る
規
則 

（　
　

同　
　

）　

　

九

〇
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
住　

宅　

課
）　

一
二

 
規

則

　

行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
号

　
　
　

行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
十
六
条
第
一
項
の
表
宮
城
県
仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所
の
項
中
「
及
び
松
島
港
」
を
「（
石
巻
港
区
を
除
く
。）」

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
石
巻
港
湾
事
務
所
の
項
中
「
石
巻
港
、」
を
「
仙
台
塩
釜
港
（
石
巻
港
区
に
限
る
。）、」
に
改
め

る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
一
号

　
　
　

職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
業
能
力
開
発
校
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
中
「
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
第
十
条
及
び
第

十
一
条
並
び
に
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令（
昭
和
五
十
三
年
労
働
省
令
第
三
十
七
号
）

附
則
第
二
条
」
を
「
職
業
訓
練
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
宮
城
県
条
例
第
百
一
号
）
第
五
条

及
び
第
六
条
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

（1）　 平成24年12月20日　木曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第52号　　 
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附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
第
一
号
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
職
業
能
力

開
発
校
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
職
業
能
力
開
発
校
の
入
学
者
選
抜
手
数
料
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
二
号

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
職
業
能
力
開
発
校
の
入
学
者
選
抜
手
数
料
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

　

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
職
業
能
力
開
発
校
の
入
学
者
選
抜
手
数
料
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
宮
城

県
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
農
業
大
学
校
の
寄
宿
舎
料
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
三
号

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
農
業
大
学
校
の
寄
宿
舎
料
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
農
業
大
学
校
の
寄
宿
舎
料
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
規
則
第
五
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号外第52号　平成24年12月20日　木曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）
様
式
第
１
号
（
第
８
条
関
係
）

　
� 注 
　
用
紙
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。

 
第
　
　
　
　
　
　
号
　

修
了
証
書

 
氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
生
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
上
の
者
は
本
校
に
お
い
て
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
44年

法
律
第
64号

）
の
規
定
に
よ
る
次
の
職
業
訓

練
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
。

職
業
訓
練
の
種
類

訓
　
練
　
課
　
程

訓
練
科
の
名
称

 総
訓
練
時
間

  
年
　
　
月
　
　
日
　
　

 
宮
城
県
立
　
　
　
　
　
高
等
技
術
専
門
校
長
　
　
氏
　
　
　
　
名
　
印
　



　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

養
ほ
う
振
興
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
四
号

　
　
　

養
ほ
う
振
興
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

養
ほ
う
振
興
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

養
蜂
振
興
法
施
行
細
則

　

第
一
条
中
「
養
ほ
う
振
興
法
」
を
「
養
蜂
振
興
法
」
に
改
め
、「
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
号
」
の
下
に
「
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。」
を
加
え
、「
養
ほ
う
振
興
法
施
行
条
例
」
を
「
養
蜂
振
興
法
施
行
条
例
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
第
二
項
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
中
「
条
例
第
七
条
第
三
項
」
を
「
法
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
第
九
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
（3）　 平成24年12月20日　木曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第52号　　 

様
式
第
１
号
（
第
２
条
関
係
）

蜜
蜂
飼
育
届

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
電
話
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
又
は
名
称
及
び
代
表
者
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
養
蜂
振
興
法
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
蜜
蜂
飼
育
届
を
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

記

１
　
　
　
年
１
月
１
日
現
在
蜜
蜂
飼
育
状
況

　
２
　
　
　
年
蜜
蜂
飼
育
計
画

　
注
意
�
　
飼
育
計
画
は
１
月
１
日
か
ら
12月

31日
ま
で
に
つ
い
て
記
入
す
る
。

　
　
　
�
　
飼
育
場
所
は
，
字
，
番
地
ま
で
記
入
す
る
こ
と
。

�
　
本
届
出
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
は
，
蜂
群
の
配
置
調
整
又
は
防
疫
そ
の
他
の
養
蜂
の
振
興
に
必

要
な
範
囲
に
お
い
て
の
み
使
用
す
る
。

飼
育
蜂
群
数

飼
育
場
所

飼
育
期
間

飼
育
予
定
最
大
計
画

蜂
群

数
飼
育
場
所

　
１
月
　
１
日
か
ら
　
　
　
月
　
　
　
日
ま
で

　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
月
　
　
　
日
ま
で

　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
月
　
　
　
日
ま
で

　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
月
　
　
　
日
ま
で

　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
月
　
　
　
日
ま
で



号外第52号　平成24年12月20日　木曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）
様
式
第
２
号
（
第
２
条
関
係
）

蜜
蜂
飼
育
変
更
届

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
電
話
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
又
は
名
称
及
び
代
表
者
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
養
蜂
振
興
法
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
届
出
事
項
の
変
更
が
あ
り
ま
し
た
の
で
，
届
け
出

ま
す
。

記

１
　
　
　
年
１
月
１
日
現
在
蜜
蜂
飼
育
状
況

 　
２
　
　
　
年
蜜
蜂
飼
育
計
画

　
注
意
�
　
飼
育
計
画
は
１
月
１
日
か
ら
12月

31日
ま
で
に
つ
い
て
記
入
す
る
。

　
　
　
�
　
飼
育
場
所
は
，
字
，
番
地
ま
で
記
入
す
る
こ
と
。

�
　
本
届
出
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
は
，
蜂
群
の
配
置
調
整
又
は
防
疫
そ
の
他
の
養
蜂
の
振
興
に
必

要
な
範
囲
に
お
い
て
の
み
使
用
す
る
。

飼
育
蜂
群
数

飼
育
場
所

変
更
前

変
更
後

飼
育
期
間

飼
育
予
定
最
大
計
画

蜂
群

数
飼
育
場
所

　
１
月
　
１
日
か
ら
　
　
　
月
　
　
　
日
ま
で

変 更 前

　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
月
　
　
　
日
ま
で

　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
月
　
　
　
日
ま
で

　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
月
　
　
　
日
ま
で

変 更 後

　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
月
　
　
　
日
ま
で

　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
月
　
　
　
日
ま
で

様
式
第
３
号
（
第
３
条
関
係
）

蜜
蜂
転
飼
許
可
申
請
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
電
話
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
又
は
名
称
及
び
代
表
者
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
下
記
の
と
お
り
転
飼
し
た
い
の
で
，
養
蜂
振
興
法
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
申
請
し
ま
す
。

記

　
注
意
�
　
転
飼
し
よ
う
と
す
る
場
所
は
，
字
，
番
地
ま
で
記
入
す
る
こ
と
。

�
　
本
申
請
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
は
，
蜂
群
の
配
置
調
整
又
は
防
疫
そ
の
他
の
養
蜂
の
振
興
に
必

要
な
範
囲
に
お
い
て
の
み
使
用
す
る
。

飼
養
管
理
者
住
所
氏
名

転
飼
期
間

最
大
計
画

蜂
 群
 数

左
の
土
地
所
有
者

住
　
所
　
氏
　
名

転
飼
し
よ
う

と
す
る
場
所

 
月
　
　
日
か
ら

 
月
　
　
日
ま
で

 
月
　
　
日
か
ら

 
月
　
　
日
ま
で

 
月
　
　
日
か
ら

 
月
　
　
日
ま
で



　

様
式
第
四
号
中
「み

つ
ば
ち

」
を
「蜜

蜂

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
号
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
（5）　 平成24年12月20日　木曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第52号　　 

様
式
第
５
号
（
第
５
条
関
係
）

転
飼
成
績
報
告
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
電
話
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
又
は
名
称
及
び
代
表
者
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
養
蜂
振
興
法
施
行
条
例
第
３
条
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
成
績
を
報
告
し
ま
す
。

記

　
注
意
�
　
転
飼
場
所
は
，
字
，
番
地
ま
で
記
入
す
る
こ
と
。

�
　
本
報
告
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
は
，
蜂
群
の
配
置
調
整
又
は
防
疫
そ
の
他
の
養
蜂
の
振
興
に
必

要
な
範
囲
に
お
い
て
の
み
使
用
す
る
。

ロ
ー
ヤ
ル
ゼ
リ
ー

生
　
　
産
　
　
量

蜜
ろ
う
生
産
量

蜂
蜜
生
産
量

転
飼
期
間

蜂
群
数

転
飼
場
所

 
月
　
　
日
か
ら

 
月
　
　
日
ま
で

 
月
　
　
日
か
ら

 
月
　
　
日
ま
で

 
月
　
　
日
か
ら

 
月
　
　
日
ま
で



号外第52号　平成24年12月20日　木曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）
様
式
第
６
号
（
第
６
条
関
係
）

（
表
）

（
裏
）

　
　
用
紙
の
大
き
さ
は
，
縦
5.5セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
，
横
8.5セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

　　　養蜂振興法抜粋

　（報告及び立入検査）

第九条　都道府県知事は、この法律の施行に必要な限

度において、養蜂業者に対し、蜜蜂の飼育の状況に

関し報告を求め、又はその職員に、その者の事務所、

事業所その他必要な場所に立ち入り、蜜蜂の飼育の

状況若しくは巣箱、書類その他の物件を検査させ、

若しくは関係者に質問させることができる。

２　前項の規定により立入検査をする職員は、その身

分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければ

ならない。

３　第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査

のために認められたものと解釈してはならない。

　（罰則）

第十三条　第九条第一項の規定による報告をせず、若

しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査

を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規

定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の

答弁をした者は、十万円以下の罰金に処する。

第
　
　
    　

号

 
職
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蜜
  蜂
  飼
  育
  検
  査
  員
  証

 
年
　
　
月
　
　
日
　

 
宮
城
県
知
事
     　

　
　
　
　
　
　
印
　
　

様
式
第
７
号
（
第
７
条
関
係
）

蜜
蜂
転
飼
届

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
電
話
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
又
は
名
称
及
び
代
表
者
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
養
蜂
振
興
法
施
行
条
例
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
，
蜜
蜂
転
飼
届
出
書
を
提
出
し
ま
す
。

記

　
注
意
�
　
転
飼
し
よ
う
と
す
る
場
所
は
，
字
，
番
地
ま
で
記
入
す
る
こ
と
。

�
　
本
届
出
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
は
，
蜂
群
の
配
置
調
整
又
は
防
疫
そ
の
他
の
養
蜂
の
振
興
に
必

要
な
範
囲
に
お
い
て
の
み
使
用
す
る
。

飼
養
管
理
者

住
所
氏
名

 
転
飼
期
間

 
最
大
計
画

蜂
 群
 数

左
の
土
地
所
有
者

住
　
所
　
氏
　
名

転
飼
し
よ
う

と
す
る
場
所

 
月
　
　
日
か
ら

 
月
　
　
日
ま
で

 
月
　
　
日
か
ら

 
月
　
　
日
ま
で

 
月
　
　
日
か
ら

 
月
　
　
日
ま
で



　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
養
ほ
う
振
興
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
改
正
後
の
養
ほ
う
振
興
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

港
湾
施
設
等
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
五
号

　
　
　

港
湾
施
設
等
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

港
湾
施
設
等
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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号外第52号　平成24年12月20日　木曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （8）

別表（第２条関係）

港　湾　施　設　載　荷　重　制　限　表

制限載荷重
（ｔ／�）施　　　 設　　　名港　名

2.0
1.5
1.5
2.0
0.5
2.0
2.0
2.5
2.0
2.0
2.0
2.0

中野ふ頭岸壁
雷神ふ頭岸壁
高松ふ頭船だまり岸壁
高松ふ頭岸壁
高砂物揚場
高砂ふ頭岸壁
向洋ふ頭岸壁
中野１号上屋
高砂１号上屋
高砂２号上屋
高砂コンテナ１号上屋
高砂コンテナ２号上屋

仙台塩釜
（仙台港区）

3.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.0
1.5
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0
0.3
0.5
1.0
0.5
1.0
1.5
1.0
2.0
2.0
3.0
2.0
2.0

貞山ふ頭１号岸壁
貞山ふ頭２号岸壁
貞山ふ頭３号桟橋
貞山ふ頭４号桟橋
貞山物揚場
東ふ頭岸壁
中ふ頭東側岸壁
中ふ頭西側桟橋
中ふ頭前面桟橋
中ふ頭東側桟橋
東中ふ頭間物揚場
中ふ頭港橋前物揚場
西ふ頭桟橋
西ふ頭東側物揚場
西ふ頭東側桟橋
西ふ頭浮桟橋
東宮ふ頭桟橋
要害物揚場
東宮物揚場
清水物揚場
花渕物揚場
吉田浜物揚場
吉田花渕浜物揚場
石浜(桂島)物揚場
石浜桟橋
石浜北物揚場
千賀の浦旅客物揚場
レジャー用小型船舶物揚場
中の島桟橋
牛生桟橋
代ヶ崎清水桟橋
代ヶ崎物揚場
代ヶ崎船だまり物揚場
小浜物揚場
貞山ふ頭１号上屋
貞山ふ頭２号上屋
中ふ頭上屋
西ふ頭上屋
西ふ頭２号上屋

仙台塩釜
（塩釜港区）

1.5
1.5
1.5

南浜１万トン岸壁
南浜５千トン岸壁
潮見１千トン岸壁

仙台塩釜
（石巻港区）

制限載荷重
（ｔ／�）施　　　 設　　　名港　名

1.5
1.5
2.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.0
2.0
1.5
2.0
1.0
1.0
3.0
3.0
3.0
2.0
2.0
2.0
2.0

日和１万トン岸壁
日和１千トン岸壁
日和１万５千トン岸壁
中島１万５千トン岸壁
中島２千トン岸壁
中島１千トン岸壁
大手２千トン岸壁
大手５千トン岸壁
南浜大型桟橋
門脇桟橋
仲町物揚桟橋
右岸物揚護岸
大曲－3.0m物揚場
大曲－2.0m物揚場
大手１号上屋
大手２号上屋
大手３号上屋
中島１号上屋
雲雀野中央ふ頭１号岸壁
雲雀野中央ふ頭２号岸壁
雲雀野北ふ頭岸壁

仙台塩釜
（石巻港区）

1.0
1.0
1.0

東浜桟橋
松島突堤物揚場
福浦島物揚場

仙台塩釜
（松島港区）

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
3.0

朝日ふ頭－7.5ｍ１号岸壁
朝日ふ頭－7.5ｍ２号岸壁
朝日ふ頭－7.5ｍ３号岸壁
朝日ふ頭－4.5ｍ１号岸壁
朝日ふ頭－4.5ｍ２号岸壁
朝日ふ頭－4.5ｍ３号岸壁
朝日ふ頭上屋

気仙沼

3.0
3.0
1.5
1.0

石浜３千トン岸壁
石浜３号ふ頭岸壁
石浜２号物揚場
上記以外の全域の係留施設

女川

0.5
0.5
1.5

荻浜物揚場
突堤物揚場
小積物揚場

荻浜

2.0
2.0
0.5
1.5
1.5
1.0

立浜－1.5ｍ物揚場
立浜物揚場
大浜－2.0ｍ物揚場
唐桑物揚場
水浜物揚場
上記以外の全域の係留施設

雄勝

1.5全域の係留施設金華山

1.0全域の係留施設御崎

       1.5表浜物揚場表浜



　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

港
湾
区
域
内
等
に
お
け
る
行
為
の
許
可
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
六
号

　
　
　

港
湾
区
域
内
等
に
お
け
る
行
為
の
許
可
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

港
湾
区
域
内
等
に
お
け
る
行
為
の
許
可
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
百
五
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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号外第52号　平成24年12月20日　木曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （10）

別表第１（第２条関係）

港　　　湾　　　区　　　域

区　　　　　　　　　　　　　　　域港湾名

　御殿崎（北緯38度16分40秒，東経141度３分11秒）から97度6,620ｍの地点まで引いた線，同地点から209度3,480

ｍの地点まで引いた線，同地点から277度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

　ただし，漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）の規定により指定された松ヶ浜漁港の区域を除く。

仙台塩釜

（仙台港区）

　腕崎（北緯38度21分５秒，東経141度３分57秒）から117度5,600ｍの地点まで引いた線，同地点から109度に引

いた線，唐戸島南端から254度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに蒲生北閘門以北の貞山運河水面

　ただし，漁港漁場整備法の規定により指定された桂島漁港，野々島漁港，浜田漁港及び須賀漁港の区域並びに塩

釜港漁港区域のうち，地蔵島灯台（北緯38度19分21.67秒，東経141度４分15.76秒）から301度30分3,521ｍの地点

から60度30分286ｍの地点まで引いた線，同地点から355度80ｍの地点まで引いた線，同地点から54度425ｍの地点

まで引いた線，同地点から115度1,300ｍの地点まで引いた線，同地点から152度30分1,780ｍの地点まで引いた線，同

地点から263度30分2,045ｍの地点まで引いた線，同地点から273度744ｍの地点まで引いた線，同地点から359度30

分に引いた線及び陸岸に囲まれた海面を除く。

仙台塩釜

（塩釜港区）

　下台三角点（1.9ｍ）（北緯38度24分44秒，東経141度14分15秒）から161度3,900ｍの地点まで引いた線，同地点

から83度5,800ｍの地点まで引いた線，同地点から０度1,480ｍの地点まで引いた線，同地点から265度360ｍの地点

まで引いた線，同地点から５度1,405ｍの地点まで引いた線，同地点から349度30分に引いた線及び陸岸により囲ま

れた海面並びに東内海橋及び西内海橋下流の旧北上川河川水面，北北上運河左岸及び南北上運河右岸と定川右岸及

び左岸との各交差点を結んだ線から下流の定川河川水面及び釜入江水面

仙台塩釜

（石巻港区）

　高城川右岸川口突端（北緯38度22分24秒，東経141度4分18秒）から127度590ｍの地点まで引いた線，同地点か

ら168度2,500ｍの地点まで引いた線，同地点から235度360ｍの地点まで引いた線，同地点から296度に引いた線及

び陸岸により囲まれた海面

仙台塩釜

（松島港区）

　大貝崎から赤根崎南端を見通した線及び陸岸により囲まれた海面。ただし，漁港漁場整備法の規定により指定さ

れた女川漁港，塚浜漁港，竹浦漁港，桐崎漁港，飯子浜漁港及び野々浜漁港の区域を除く。

女川

　狐穴崎から割石崎まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面荻浜

　丁名崎西南端から大磯崎東端に引いた線及び陸岸により囲まれた海面。ただし，漁港漁場整備法の規定により指

定された雄勝漁港，明神漁港，小島漁港及び水浜分浜漁港の区域を除く。

雄勝

　船着場突堤基部を中心として半径800ｍの円内の海面金華山

　気仙沼市字三の浜一番地先南端海岸（北緯38度52分37秒，東経141度36分30秒）から270度に引いた線及び陸岸

により囲まれた海面並びに大川最下流鉄道橋下流の河川水面。ただし，漁港漁場整備法の規定により指定された気

仙沼漁港の区域を除く。

気仙沼

  磯崎（北緯38度51分33秒，東経141度40分5秒）から234度27分200ｍの地点まで引いた線，同地点から145度350

ｍの地点まで引いた線，同地点から70度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

御崎
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別表第２（第３条関係）

港　湾　施　設　載　荷　重　制　限　表

制限載荷重
（ｔ／�）施　　　 設　　　名港　名

2.0

1.5

1.5

2.0

2.0

3.0

中野ふ頭岸壁

雷神ふ頭岸壁

高松ふ頭船だまり岸壁

高松ふ頭岸壁

高砂ふ頭岸壁

向洋ふ頭岸壁

仙台塩釜

（仙台港区）

3.0

2.0

2.0

2.0

2.0

1.0

1.5

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.5

1.0

1.5

0.5

0.5

0.5

1.0

1.0

1.0

0.5

1.0

貞山ふ頭１号岸壁

貞山ふ頭２号岸壁

貞山ふ頭３号桟橋

貞山ふ頭４号桟橋

貞山物揚場

東ふ頭岸壁

中ふ頭東側岸壁

中ふ頭西側桟橋

中ふ頭前面桟橋

中ふ頭前面桟橋取付護岸

東中ふ頭間物揚場

中ふ頭港橋前物揚場

西ふ頭桟橋

西ふ頭東側物揚場

東宮ふ頭桟橋

要害物揚場

東宮物揚場

清水物揚場

花渕物揚場

吉田浜物揚場

石浜(桂島)物揚場

東宮浜護岸

千賀の浦旅客物揚場

仙台塩釜

（塩釜港区）

1.5

1.5

1.5

2.0

1.5

2.0

1.5

1.5

南浜１万トン岸壁

南浜５千トン岸壁

潮見１千トン岸壁

日和１万トン岸壁

日和１千トン岸壁

日和１万５千トン岸壁

中島１万５千トン岸壁

中島２千トン岸壁

仙台塩釜

（石巻港区）

制限載荷重
（ｔ／�）施　　　 設　　　名港　名

1.5

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

1.5

1.0

1.0

1.0

大手２千トン岸壁

南浜大型桟橋

貯木場南側護岸

港口部東護岸

東水路北側護岸

西水路北側護岸

定川護岸

門脇桟橋

仲町物揚桟橋

右岸物揚護岸

中瀬護岸

左岸護岸

仙台塩釜

（石巻港区）

1.0

1.0

1.0

0.5

東浜桟橋

松島突堤物揚場

福浦島物揚場

上記以外の全域の係留施設及び護岸

仙台塩釜

（松島港区）

 1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.0

1.0

1.0

朝日ふ頭－7.5ｍ１号岸壁

朝日ふ頭－7.5ｍ２号岸壁

朝日ふ頭－7.5ｍ３号岸壁

朝日ふ頭－4.5ｍ１号岸壁

朝日ふ頭－4.5ｍ２号岸壁

朝日ふ頭－4.5ｍ３号岸壁

小々汐護岸

梶ヶ浦護岸

朝日護岸

気仙沼

3.0

1.0

石浜３千トン岸壁

上記以外の全域の係留施設及び護岸

女川

       1.0全域の係留施設，防潮堤及び護岸荻浜

       1.0全域の係留施設及び護岸雄勝 

       1.0全域の係留施設，防潮堤及び護岸金華山 



　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
七
号

　
　
　

県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　

「
第
一
章　

総
則
（
第
一
条
）

　

目
次
中
「
第
一
章　

総
則
（
第
一
条
）」
を 

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
　

第
一
章
の
二　

整
備
の
基
準
（
第
一
条
の
二－

第
一
条
の
十
四
）」　

「
・
第
三
十
八
条
」
を
「－

第
三
十
九
条
」
に
改
め
る
。

　

第
一
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

　
　
　

第
一
章
の
二　

整
備
の
基
準

　

（
位
置
の
選
定
）

第
一
条
の
二　

県
営
住
宅
等
の
敷
地
（
以
下
「
敷
地
」
と
い
う
。）
の
位
置
は
、
災
害
の
発
生
の
お
そ
れ
が
多
い
土
地

及
び
公
害
等
に
よ
り
居
住
環
境
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
土
地
を
で
き
る
限
り
避
け
、
か
つ
、
通
勤
、

通
学
、日
用
品
の
購
買
そ
の
他
入
居
者
の
日
常
生
活
の
利
便
を
考
慮
し
て
選
定
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
敷
地
の
安
全
等
）

第
一
条
の
三　

敷
地
が
地
盤
の
軟
弱
な
土
地
、
が
け
崩
れ
又
は
出
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
土
地
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

土
地
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
敷
地
に
地
盤
の
改
良
、
擁
壁
の
設
置
等
安
全
上
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２　

敷
地
に
は
、
雨
水
及
び
汚
水
を
有
効
に
排
出
し
、
又
は
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

（
住
棟
等
の
基
準
）

第
一
条
の
四　

住
棟
そ
の
他
の
建
築
物
は
、
敷
地
内
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
の
良
好
な
居
住
環
境
を
確
保
す
る
た
め
に

必
要
な
日
照
、
通
風
、
採
光
、
開
放
性
及
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
保
、
災
害
の
防
止
、
騒
音
等
に
よ
る
居
住
環
境
の

阻
害
の
防
止
等
を
考
慮
し
た
配
置
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
住
宅
の
基
準
）

第
一
条
の
五　

住
宅
に
は
、
防
火
、
避
難
及
び
防
犯
の
た
め
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

住
宅
に
は
、
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
そ
の
他
の
住
宅
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化

を
適
切
に
図
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

住
宅
の
床
及
び
外
壁
の
開
口
部
に
は
、
当
該
部
分
の
遮
音
性
能
の
確
保
を
適
切
に
図
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

住
宅
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
（
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
一
条
第

三
号
に
規
定
す
る
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
を
い
う
。以
下
同
じ
。）及
び
こ
れ
と
一
体
的
に
整
備
さ
れ
る
部
分
に
は
、

当
該
部
分
の
劣
化
の
軽
減
を
適
切
に
図
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

住
宅
の
給
水
、
排
水
及
び
ガ
ス
の
設
備
に
係
る
配
管
に
は
、
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
な

く
点
検
及
び
補
修
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
住
戸
の
基
準
）

第
一
条
の
六　

県
営
住
宅
の
一
戸
の
床
面
積
の
合
計
（
共
同
住
宅
に
お
い
て
は
、
共
用
部
分
の
床
面
積
を
除
く
。）
は
、

二
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
共
用
部
分
に
共
同
し
て
利
用
す
る
た
め
適
切
な
台
所
及
び
浴
室
を

設
け
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２　

県
営
住
宅
の
各
住
戸
に
は
、
台
所
、
水
洗
便
所
、
洗
面
設
備
及
び
浴
室
並
び
に
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
の
設
備
及
び

電
話
配
線
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
共
用
部
分
に
共
同
し
て
利
用
す
る
た
め
適
切
な
台
所

又
は
浴
室
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
各
住
戸
部
分
に
設
け
る
場
合
と
同
等
以
上
の
居
住
環
境
が
確
保
さ
れ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
各
住
戸
部
分
に
台
所
又
は
浴
室
を
設
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３　

県
営
住
宅
の
各
住
戸
に
は
、
居
室
内
に
お
け
る
化
学
物
質
の
発
散
に
よ
る
衛
生
上
の
支
障
の
防
止
を
図
る
た
め
の

措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
住
戸
内
の
各
部
）

第
一
条
の
七　

住
戸
内
の
各
部
に
は
、
移
動
の
利
便
性
及
び
安
全
性
の
確
保
を
適
切
に
図
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
高

齢
者
等
が
日
常
生
活
を
支
障
な
く
営
む
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
共
用
部
分
）

第
一
条
の
八　

県
営
住
宅
の
通
行
の
用
に
供
す
る
共
用
部
分
に
は
、
高
齢
者
等
の
移
動
の
利
便
性
及
び
安
全
性
の
確
保

を
適
切
に
図
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
附
帯
施
設
）

第
一
条
の
九　

敷
地
内
に
は
、
必
要
な
自
転
車
置
場
、
物
置
、
ご
み
置
場
等
の
附
帯
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
附
帯
施
設
は
、
入
居
者
の
衛
生
、
利
便
等
及
び
良
好
な
居
住
環
境
の
確
保
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
考

慮
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
児
童
遊
園
）

第
一
条
の
十　

児
童
遊
園
の
位
置
及
び
規
模
は
、
敷
地
内
の
住
戸
数
、
敷
地
の
規
模
及
び
形
状
、
住
棟
の
配
置
等
に
応

号外第52号　平成24年12月20日　木曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （12）



じ
て
、
入
居
者
の
利
便
及
び
児
童
等
の
安
全
を
確
保
し
た
適
切
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
集
会
所
）

第
一
条
の
十
一　

集
会
所
の
位
置
及
び
規
模
は
、
敷
地
内
の
住
戸
数
、
敷
地
の
規
模
及
び
形
状
、
住
棟
及
び
児
童
遊
園

の
配
置
等
に
応
じ
て
、
入
居
者
の
利
便
を
確
保
し
た
適
切
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
広
場
及
び
緑
地
）

第
一
条
の
十
二　

広
場
及
び
緑
地
の
位
置
及
び
規
模
は
、
良
好
な
居
住
環
境
の
維
持
増
進
に
資
す
る
よ
う
に
考
慮
さ
れ

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
通
路
）

第
一
条
の
十
三　

敷
地
内
の
通
路
は
、
敷
地
の
規
模
及
び
形
状
、
住
棟
等
の
配
置
並
び
に
周
辺
の
状
況
に
応
じ
て
、
日

常
生
活
の
利
便
、
通
行
の
安
全
、
災
害
の
防
止
、
環
境
の
保
全
等
に
支
障
が
な
い
よ
う
な
規
模
及
び
構
造
で
合
理
的

に
配
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

通
路
に
お
け
る
階
段
は
、
高
齢
者
等
の
通
行
の
安
全
に
配
慮
し
、
必
要
な
補
助
手
す
り
又
は
傾
斜
路
が
設
け
ら
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
委
任
）

第
一
条
の
十
四　

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
県
営
住
宅
等
の
整
備
の
基
準
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別

に
定
め
る
。

　

第
二
条
の
見
出
し
及
び
同
条
中
「
第
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
六
条
第
二
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
同
条

第
三
号
中
「
か
ら
三
級
ま
で
の
い
ず
れ
か
」
を
「
又
は
二
級
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
第
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
六
条
第
二
項
第
一
号
ロ
」
に
改
め

る
。

　

第
二
条
の
三
を
第
二
条
の
四
と
し
、
第
二
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
条
例
第
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
障
害
の
程
度
）

第
二
条
の
三　

条
例
第
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
障
害
の
程
度
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
障
害
の
種
類
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一　

身
体
障
害　

第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
程
度

二　

知
的
障
害　

次
号
に
規
定
す
る
精
神
障
害
の
程
度
に
相
当
す
る
程
度

三　

精
神
障
害（
知
的
障
害
を
除
く
。）　

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
六
条
第
三
項

の
表
に
定
め
る
一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
程
度

　

第
四
条
第
三
号
中
「
第
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
」
を
「
第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三

号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
九
条
の
表
第
二
条
の
三
の
項
中
「
第
二
条
の
三
」
を
「
第
二
条
の
四
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「第

２
条
の
３

」
を
「第

２
条
の
４

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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